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問題番号 

改訂頁 
改訂内容 

問題2(問題) 

P.18 

3(注)2 

37％ 

↓ 

38％ 

問題2(問題) 

P.22 

(注)14 

法人税等の 

未払いの金額 

10,500,600円 

  ↓ 

10,101,600円 

問題3(問題) 

P.32 

3(注)2 

37％ 

↓ 

38％ 



問題番号 

改訂頁 
改訂内容 

問題3(問題) 

P.35 

⑤(注)4  

法人税等の 

未払いの金額 

33,000,000円 

  ↓ 

31,281,000円 

問題4(問題) 

P.46 

3(注)2 

37％ 

↓ 

38％ 

問題4(問題) 

P.48 

④ホ 

帳簿価額 

相続税評価額 

負債の合計額  50,526,000円 

          ↓ 

負債の合計額  50,251,000円 

問題5(問題) 

P.60 

3(注)2 

37％ 

↓ 

38％ 

問題5(問題) 

P.64 

⑤ 

帳簿価額 

相続税評価額 

負債の金額  272,870,000円 

         ↓ 

負債の金額  270,620,000円 

問題6(問題) 

P.74 

3(注)2 

37％ 

↓ 

38％ 



問題番号 

改訂頁 
改訂内容 

問題2(解答) 

P.100 

ロ 

相続税評価額

帳簿価額

未払法人税等  10,500,000 

    ： 

 合 計   128,645,000 

      ↓ 

未払法人税等  10,101,000 

    ： 

 合 計   128,246,000

問題2(解答) 

P.100 

③ 

(314,155,000－128,645,000)－(274,294,000－128,645,000) ＝39,861,000

×37％＝14,748,000(千円未満切捨) 

 314,155,000－128,645,000－ ＝170,762,000 

           ↓ 

(314,155,000－128,246,000)－(274,294,000－128,246,000) ＝39,861,000

×38％＝15,147,000(千円未満切捨) 

 314,155,000－128,246,000－ ＝170,762,000 

問題3(解答) 

P.111 

ロ(ﾛ) 

帳簿価額 

相続税評価額 

未払法人税等   33,000,000 

    ： 

 合 計     116,000,000 

      ↓ 

未払法人税等   31,281,000 

    ： 

 合 計      114,281,000 

問題3(解答) 

P.111 

ロ(ﾊ) 

(679,914,000－116,000,000)－(508,000,000－116,000,000) ＝171,914,000

×37％＝63,608,000(千円未満切捨) 

 679,914,000－116,000,000－ ＝500,306,000 

           ↓ 

(679,914,000－114,281,000)－(508,000,000－114,281,000) ＝171,914,000

×38％＝65,327,000(千円未満切捨) 

 679,914,000－114,281,000－ ＝500,306,000 



問題番号

改訂頁 
改訂内容 

問題4(解答) 

P.123 

Ｌ社株式 

① 

(ｲ) ((注2)124,349,000－50,526,000)－(96,826,000 

    －50,526,000)＝27,523,000 

（中略） 

(ﾛ) (ｲ)×37％＝10,183,000(千円未満切捨) 

(ﾊ) 124,349,000－50,526,000－(ﾛ)＝63,640,000 

           ↓ 

(ｲ) ((注2)124,349,000－50,251,000)－(96,826,000 

    －50,251,000)＝27,523,000 

（中略） 

(ﾛ) (ｲ)×38％＝10,458,000(千円未満切捨) 

(ﾊ) 124,349,000－50,251,000－(ﾛ)＝63,640,000 

問題5(解答) 

P.136 

Ｋ社株式 

② 

(ｲ) ((注1)1,065,000,000－272,870,000)－(840,000,000－272,870,000) 

     ＝225,000,000 

（中略） 

(ﾛ) (ｲ)×37％＝83,250,000 

(ﾊ) 1,065,000,000－272,870,000－(ﾛ)＝708,880,000 

           ↓ 

(ｲ) ((注1)1,065,000,000－270,620,000)－(840,000,000－270,620,000) 

     ＝225,000,000 

（中略） 

(ﾛ) (ｲ)×38％＝85,500,000 

(ﾊ) 1,065,000,000－270,620,000－(ﾛ)＝708,880,000 

※ 今回の改訂は、令和８年４月１日からの相続、遺贈又は贈与につき、取引

相場のない株式の純資産価額の計算における評価差額に対する法人税額等相

当額を計算する場合の率が、「37％」から「38％」へ変更されたことに伴う

ものです。この変更によっても取引相場のない株式の評価額が変わらないよ

う「負債の額」にて金額の調整を行っております。ご了承ください。


